
22町 財 納 第 195号
2022年 9月 30日

町田市情報公開 。個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

丈

個人情報保護条例の規定に基づ く諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

記

「市税収納」、「国民健康保険税 収納」 (財務部納税課)、 「後期高齢者医療 収
納・徴収」 (いきいき生活部保険年金課)、 「介護保険被保険者管理」 (い きいき生活
部介護保険課)、 「学童保育」 (子 ども生活部児童青少年課)、 「保育給付に係る支給
認定及び保育所等入所」 (子 ども生活部保育・幼稚園課)、 「市立保育園給食費収納」
(子 ども生活部子育て推進課)、 「母子及び父子 。女性福祉資金貸付」 (子 ども生活都

子ども家庭支援センター)、 「市営住宅管理」 (都市づくり部住宅課)業務における個
人情報業務登録票の変更及び外部委託等について

※変更の理由

対象となる個人の範囲及び個人情報の項目が増えたため

」は肖J卜余、 「 は追力日

添付書類
・個人情報業務登録票
・ 個人情報外部委託等登録票

町 田 市 長

石  阪

「

B2564
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 財́務部納税課

業務の名称

市税収納

管理責任者 財務部納税課長

1989,10.1  1993.2.8  2010.9.13

登録年月 日 2013.3.■  2014.10.20 2016.3.14

2020r3.9変 更

収集 の時期  ■ 定期  ■ 随時 収集の方法 ■ 本人等 ■ 本人等以外 ■ 目的外利用

記録廃棄の時期
会計年度終了後 7年で

焼却処分
◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用 )

業務廃上の時期 都  課   名 業 務 の 名 称

業務の目的

安定した市財源の確保のため税神付の推

進を図る。また未納者に対しては、督促状

を出し、早急な納付を促す。

市民都市民協働推進課 町内会・ 自治会

財務部市民税課 市・都民税賦課、軽 自動車税賦課

財務部資産税課 尋蔚皇甍傑岩栽悪訣画税賦
口果

財務部納税課 篇幾齢警迷暮納整
理)、

市民部恵暑識ぁブ歩― 陛民基本台帳

地域福祉部福祉総務課 或年後見制度利用支援事業

対象 となる個人の範囲

1.納税の義務がある人

2.1に 係 る成年後見人・保佐人・補助 、

人

3.2.が 法人の場合その代理人

4.住居表示等実施に伴 う世帯主

5.口座名義人

都市づ くり部土地利用調整
課 住居表示

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

各市町村 住民記録

特別徴収義務者 l主 民税の
祭綻湾探乞勤務状況

本人等への明示の方法

文書もしくは口頭による
票移妥学ム瑠柴嘉晶希団体情lttl人 番号を含む本人確認情報

記録の保管方法

1,文書、電子媒体

2.キャビネウト・書庫・倉庫

保管上の留意点

キャ ビネ ッ ト・書庫・倉庫 には全て施

錠。

備 考

本人等以外からの収集の際、通知は省略

とします。

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  回公知  ■ その他
地方税法第 20条の 11
国税徴収法第 141条
適正かう公平な市税収納のため

番号法第 14条 第2項 に基づき住民基本台帳ネ ッ トワークで個人

番号を含む本人確認情報を確認するため。



部 課 名 財務部納税課市税収納

(第 1号様式 2)

業務の名称

個

人

情

報

記

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項 目

Э 氏名
② 個人番号

Э 住所
④ `性男U

Э 生年月日

③ 電話番号

Э 本籍
③ 国籍
⑦ 世帯主との続柄

③ 親族関係

③ 家庭環境等

② 在留資格

③ 住民異動年月日

⑭ 異動事由

③ 納税管理人

③ 相続人 (納税義務継承者)

⑦ 成年後見

④ 暗証番号
③ 住民記録システム注意情報
④ 電子メールアドレス

☆収集の目的

9は個人番号収集の

味の本人確認 に使用

する情報を含む。

③はDV被 害者等支

陵措置を含む

④は、窓 口で利用者

自身が契約 している

金融機 関に本人確認

を行 うため及びク レ

ジ ッ ト支払いの際に

l又 集。但 し、蓄積 は

しない。

1主 義・主張

2支 持政党

3宗 教

4趣 味・嗜好

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関す る項 目 (4)成績・資格等に関する項 目

③
②
3

④
5

③
⑦
③
③

⑩
11

12

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

加入健康保険

加入年金

加入介護保険

取得医療証

自立支援給付

☆収集の目的

③⑨⑩は、成年後見の

送付先登録の該当課確

認のため収集

1

2

3

④
5

6

7

8

9

10

11

12

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

Эは、成年後見の送付

先登録時の資格確認 の

ため収集

(5)財産・収入 に関す る項 目 (6)心身等に関する項 目

Э 収入状況

② 財産状況

Э 納税額等
Э 取引状況

Э 公的扶助の受給
6各種貸付金
7住居の間取り。図面

9金融機関名
② 白座番号
③ 自動車名

9土地の状況
② 建物の状況
Э 罹災状況

⑭ 手当の受給
④ 支給金額 (助成の事実)

☆収集の目的

は、成年後見の

先登録の該当課

ため収集

1

2

③
④
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

健康状況

病歴

障がいの状況
容姿 (写真 )

☆収集の目的

④は、成年後見の送付
先登録時の資格確認の

ため収集



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 財務部納税課

管理責任者 財務部納税課長

業務の名称
登録年月 日

税収納

委託等の条件 ① 秘密の保持

名称及び所在地
② 第二者への提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

⑥ 職員による立入り調査

9その他

委 指

託 定

先 管

又 理

は 者

マ トシステム開発株式会社

都中央区晴海一丁目8番 11号

代 表 者 ビジネスツリューション部長

管理責任者 ビジネスソリューション部長

委託等の内容

eb口座振替受付サービスシステムによる口座振替申込み手続き事務

委託等の理由

eb口 座振替受付サービスシステムによる口座振替受付に関し、効率的

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項目  12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

３

４

５

６

７

８

９

生年月 日 15 27

電話番号 16 28

親族関係 17 29

電子メールア ドレス 18 30

金融機関名 19 31

口座番号 20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

口座確認は、金融機関サイ トに遷移 し金融機関 (別紙)と の間で行います。



【金融機関】

名 称 :株式会社みずほ銀行

所在地 :東京都千代田区大手町一丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UF」 銀行

所在地 :東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UF」 銀行 町田支店)

名 称 :株式会社三井住友銀行     イ

所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目1番 2号

名 称 :株式会社きらばし銀行

所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 43号

名 称 :株式会社横浜銀行

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 1号

名 称 :株式会社東日本銀行

所在地 :東京都中央区日本橋三丁目11番 2号

名 称 :株式会社ゆうちょ銀行

所在地 :東京都千代田区九の内2-7-2 」Pタ ワー (株式会社ゆうちょ銀行 本店)



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名  財務部納税課

業務の名称

国民健康保険税 収納
管理責任者  財務部納税課長

1989.10.1    1998,9,7    2001.10.15

2006.11,13   2007.11.12   2010.9.13

登録年月 日 2013.3,11  2014.10,20 2016.3.14
2018,1.15  2018.4.9  2020.3.9

2020.12.14変 更

収集の時期  ■ 定期  ■ 随時 収集の方法 日 本人等 ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期
賦課決定後7年間但 し係争中C
羊、のl士 1奈 ぐ

◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

国民健康保険税 の収納 を確保す ることに

よ り、国民健康保 [父事業の適正な運営 を図

る。

財務部納税課
市税収納

国民健康保険税 徴収 (滞納)

市民都市民課及び

各市民センター
住民基本台帳

地域福祉部福祉総務課 成年後見制度利用支援事業

いきいき生活部保険年金課

国民健康保険 被保険者資格

国民健康保険税 賦課

国民健康保険 葬祭費支給

後期高齢者医療収納・徴収

対象となる個人の範囲

④ 国民健康保険税納税義務者・被保険者 。

納税義務承糸匹者及び納税管理人

② ①に係る成年後見人・保佐人・補助人

③ ②が法人の場合その代理人

④ 口座名義人

いきいき生活部介護保険課 介護保険被保険者管理

会計課 出納・審査

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

金融機関 口座情報

本人等への明示の方法

口頭及び文書により明示する。

市区町村 (地方公共団体情報

システム機構経由)

個人番号を含む本人確認情報

記録の保管方法

③ 文書・電子媒体

② 書庫 。キャビネットに保管

保管上の留意点

Э 書庫 。キャビネットに施錠

② 磁気ディスクは正副 2本 を作成して 1本

は外部保管委託

備 考

本人等以外から収集の際、通知は省略とし

ます。

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  □公知  □その他
・地方自治法施行令第 155条
・番号法第14条第2項 に基づき住民基本台帳ネットワークで個人番号

を含む本人確認情報を確認するため。



(第 1号様式 2)

業務の名称 国民健康保険税 収納 部 課 名 財務部納税課

個

人

情

報

記

　

　

　

録

の

項

目

(1) 基本的項 目 (2) 思想・信条等に関する項目

③ 氏名
② 個人番号
③ 住所
④ 性丹可

Э 生年月日

③ 電話番号
Э 本籍
③ 国籍

③ 世帯主との続柄
③ 親族関係
③ 家庭環境等
② 異動事由

③ 筆頭者

⑭ 相続人
③ 禁治産・準禁治産

④ 成年後見

9暗証番号
③ 住民記録システム注

意情報
③ 納税管理人
④ 住民異動年月日
④ 電子メールアドレス

☆収集の目的

②は個 人番 号収集 の

際の本 人確 認 に使 用

する情報を含む。

⑦は、窓口で利用者自身

が契約 している金融下幾

関に本人確認 を行 うた

め及びクレジウ ト支払
いの際に収集。但 し、蓄

積はしない。

1

2

3

4
5

主義

支持

宗教

趣味

主張

政党

嗜好

☆収集の目的

(3) 社会的地位等に関する項 目 (4) 成績・資格等に関する項目

1

2

3

4
5

③
⑦
③

③
③
11

12

13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体力日入

賞罰

自立支援給付

加入健康保険

加入介護保険

取得医療証

加入年金

☆収集の目的

③③は、成年後見の送付
先登録の該当課確認の

ため収集

1

2

3

④
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

④は、成年後見の送付先

登録の資格確認のため収

集

(5) 財産・収入に関する項 目 (6) 心身等に関する項目

D収入状況

② 財産状況

② 納税額等

Э 取引状況

Э 公的扶助の受給
6各種貸付金
7住居の間取り。図面
9金融機関名
② 日座番号   .
③ 手当の受給
9支給金額 (助成の事実)

② 年金の受給
13

14

15

☆収集の目的

③⑫は、成年後見の送付

先登録の該当課確認の

ため収集

1

2

③

④
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

健康状況

病歴

障がいの状況

容姿 (写真)

☆収集の目的

Эは、成年後見の送付先
登録の該当課確認のため

版集

④は、成年後見の送付先
登録の資格確認のため収

集



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 財務部納税課

管理責任者 財務部納税課長

業務の名称

国民健康保険税 収納
登録年月 日

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止
名称及び所在地

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

マ トシステム開発株式会社

都中央区晴海一丁目8番 11号
③ 指示目的以外の使用の禁止

代 表 者 ビジネスツジューション部長

管理責任者 ビジネスツリューション部長

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ イぐ夏写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

③ 職員による立入り調査

9その他

委託等の内容

eb口 座振替受付サービスシステムによる口座振替申込み手続き事務

委託等の理由

eb口座振替受付サービスシステムによる口座振替受付に関し、効率

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項目  12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

3 生年月 日 15 27

4 電話番号 16 28

５

６

７

８

９

親族関係 17 29

電子メールア ドレス 18 30

金融機関名 19 31

口座番号 20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

口座確認は、金融機関サイ トに遷移 し金融機関 (別紙)と の間で行います。



′【金融機関】             ｀

名 称 :株式会社みずほ銀行

所在地 :東京都千代田区大手町一丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UFJ銀 行

所在地 :東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UFJ銀 行 町田支店)

名 称 :株式会社三井住友銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目1番 2号

名 称 :株式会社きらばし銀行

所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 43号

名 称 :株式会社横浜銀行

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 1号

名 称 :株式会社東日本銀行

所在地 :東京都中央区日本橋三丁目11番 2号

名 称 :株式会社ゆうちょ銀行
所在地 :東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタ ワー (株式会社ゆうちょ銀行 本店)

ヽ

費



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 いきいき生活部保険年金課

業務の名称

後期高齢者医療 収納・徴収
管理責任者 ヤヽきいき生活部保険年金課長

登録年月 日
2003.6.9  2010,9.13  2013.3.11

2014.10.20 2016,3.14 2020.7.13変更

収 集 の 時 期  ■ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期
完納又は時効になつてから5年

間但 し係争中のものは除く
◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

東京都国民健康保険団体連合会の賦課業

務に協力 し、後期高齢者医療保険料の収納

の確保および円滑な徴収を行い、後期高齢

者医療制度事業の適正な運営を図る。

謝務部市民税課 市・都民税賦課

球務部資産税課 固定資産税・都市計画税賦課

謝務部納税課

市税収納、市税徴収 (滞納整理 )

市債権徴収一元化ヽ

国民健康保険税収納、

国民健康保険税徴収 (滞納 )

市民部市民課及び各市民センターl主 民基本台帳

市民都市民課 戸籍

と也域福祉部福祉総務課 或年後見制度利用支援事業

対象となる個人の範囲

③ 後期高齢者医療保険料納入義務者・被保

険者 。納入義務継承者・保証人・納入管
理人

② 上記に係る成年後見人・保佐人・補助人
③ ②が法人の場合その代理人

④ 口座名義人

地域福祉部生活援護課 生活保護

いきいき生活都保険年金課

∃民健康保険被保険者資格、

国民健康保険医療給付、

国民健康保険葬祭費支給、

国民健康保険税賦課、

後期高齢者 医療

いきいき生活部介護保険課 介護保険被保【父者管理

保健所保健予防課 感染症対策

会計課 出納・審査

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

各市区町村 陛民記録、戸籍、賦課、滞納状況

本人等への明示の方法

日頭及び文書により明示する。

東日本電信電話株式会社

西日本電信電話株式会社
謝話加入権

税務署 博納状況、所得税還付金の有無

法務局 土地・建物登記、商業登記、供託

記録の保管方法

Э文書・電子媒体

②書庫 。キャビネットに保管

金融機関 口座情報、預貯金

裁判所 事件記録

都道府県税事務所 滞納状況、課税状況

保管上の留意点

書庫・キャビネットに施錠
勤務先 給料及び社内預金、社会保険加入

社会保険事務所 加入年金、受給状況

第二債務者 (生命保険会社等) 滞納者が有する債権、有価証券等

入国管理局 出入国記録

市区町村 (地方公共団体情都

シス>ム機構経由)

l国 人番号を含む本人確認情報

備 考

本人等以外か ら収集の際、通知は省略 と

します。

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  □公知  □その他
.

・高齢者の医療の確保に関する法律第 138条第 3項
・番号法第14条第2項 に基づき住民基本台帳ネットワ

=ク
で個人番

号を含む本人確認情報を確認するため。



(第 1号様式 2)

業務の名称 後期高齢者医療 収納・徴収 部 課 名 いきいき生活部保険年金口果

個

　

　

　

人

　

　

　

情

記

録

の

報

項

目

(1)本的項 目 (2)思想 ,信条等に関する項目

〇 氏名
② 個人番号

③ 住所
④ 性男可

③ 生年月日

③ 電話番号
Э 本籍
③ 国籍
9世帯主との続柄
③ 親族関係
③ 家庭環境等
② 相続人

③ 禁治産・準禁治産

⑭ 破産

③ 法定代理人

④ 成年後見

⑦ 帰化
⑭ 保証人 (納入保証人)

③ 納入管理人

④ 在留資格
⑪ 死亡

② 嫡出子・非嫡出子
の 認知

② 住民異動年月日

の 異動事由

④ 筆頭者

の 納税相談の内容

④ 暗証番号

③ 出入国記録

⑩ 住民記録システム

注意情報

③電子メールア ドレス

1主義・主張

2支持政党

3宗教

4趣味・嗜好

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

喪収集の目的

のは個人番号収集 の際

の本人確認 に使用す る

清報を含む。

のは、窓 口で利用者 自

矛が契約 している金融

脱関に本人確認を行 う

ために収集。但し、蓄積

はしないと

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

D職業・職歴
2地位
3学歴

④ 各種団体加入

Э 賞罰

③ 加入健康保険

Э 加入年金

9カ日入介護保険

9取得医療証
10

☆収集の目的

③⑥③は、成年後見の

送付先登録の該当課確

認のため収集

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

1

2

3

④

5

6

7

8

9

10

☆収集の目的

④は、成年後見の送付先
登録時の資格確認のた

め収集

(5)財産・収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

③ 収入状況

② 財産状況

Э 納税額等

④ 取引状況

Э 公的扶助の受給
③ 各種貸付金

Э 住居の間取り。図面

③ 力日入保険

③ 金融機関名
③ 口座番号

③ 年金の受給

② 事故 (損害)の状況

③ 公共料金 (未納料金)

⑭ 保険給付状況
③ 手当の受給
∩ 支給今額

☆収集の目的

③は、成年後見の送付

先登録の該当課確認の

ため収集

③ 健康状況

② 病歴

③ 障がいの状況

④ 容姿
③ 医療給付

③ 医療機関名
⑦ 事故 (怪我)の状況

③ 病名

⑨ 死亡の原因
10

11

12

13

14

15

☆収集の目的



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 いきいき生活都保険年金課

管理責任者 いきいき生活部保険年金課長

eb口座振替受付サービスシステムによる口座振替申込み手続き事務

① 秘密の保持

② 第二者今の提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁上

⑦ 情報の管理方法の指定

⑥ 職員による立入り調査eb口 座振替受付サービスシステムによる口座振替受付に関し、効率
つ正確な事務を執行す るため

9そ の他

業務の名称 登録年月 日

委託等の条件

委託等の内容

委託等の理由

名称及び所在地
マ トシステム開発株式会社

中央区晴海一丁目8番 11号

代

管理

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は
責任者 ビジネスツリユーション部長

表 者 ビジネスソリューション部長

期高齢者医療 収納・徴収

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項目

1 氏名

12 24

18 25

2 住所 14 26

３

　

　

４

生年月日 15 27

電話番号 16 28

5 親族関係 17 29

6 電子メールア ドレス 18 30

7 加入健康保険 19 31

8 金融機関名 20 32

9 口座番号 21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

口座確認は、金融機関サイ トに遷移 し金融機関 (別紙)と の間で行います。



【金融機関】

名 称 :株式会社みずほ銀行

所在地 :東京都千代田区大手町一丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UF」 銀行

所在地 :東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UF」 銀行 町田支店)

名 称 :株式会社三井住友銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目1番 2号

名 称 :株式会社きらぼし銀行

所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 43号

名 称 :株式会社横浜銀行 ´

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 ■号

名 称 :株式会社東日本銀行

所在地 :東京都中央区日本橋三丁目11番 2号

名 称

所在地

株式会社ゆうちょ銀行

東京都千代田区丸の内 2-7二 2 」Pタ ワー (株式会社ゆうちょ銀行 本店)



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票  NO,1 部 課 名 いきいき生活部介護保険課

業務の名称

介護保険被保険者管理

管理責任者 いきいき生活部介護保険課長

登録年月 日

1999,7112  1999.9,13  2000.9,11

2001.5,14  2006,1,16  2006.3.13

2010.2.8   2010.9.13  2013,3.11

2013.9.9   2014.10.20  2016,3,14

2020.7.13  2020.9,14  2022.2.14

2022.4,11変更

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  日 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 消滅事由発生後 10年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

介護保険事業における被保険者資格の適正

な管理及び介護保険料の賦課・徴収・還付

対象となる個人の範囲

③ 第 1号被保険者
65歳以上の市民及び 65歳以上で町田

市の被保険者資格を有する他市区町村居

住者     ´

② 第 2号被保険者の一部 ・
40歳から64歳で、町田市に居住する

介護認定申請者及び町田市の被保険者資

格を有する他市区町村居住者

③ ①②の親族

④ ①の相続人

⑤ ①②に係る成年後見人・保佐人 .補助人

⑥ ⑤が法人の場合、その代理人

⑦ 口座名義人

各課共通 番号連携

財務都市民税課 市・都民税賦課

財務部納税課 市債権徴収一元化

市民部市民課及び

各市民セ ンター
住民基本台帳

地域福祉都福祉総務課 成年後見制度利用支援事業

l也城福祉部生活援護課 生活保護

:也域福祉部障がい福祉課 障害福祉サー ビス・障害児通所給付ッ

いきいき生活部保険年金課

ヨ民年金給付 国民健康保険税賦課

ヨ民健康保険被保険者資格

国民健康保 険葬祭費支給 後期高齢

者医療

いきいき生活部介護保険課 介護保険給付管理

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

本人等への明示の方法

Э 文書もしくは口頭による

② 広報誌等への掲載

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

l也市区町村
住民記録、介護保険被保険者管理、

住民税賦課、生活保護

各年金基金 年金給付

記録の保管方法

③ 文書、電子媒体

② キャビネット

東京都福祉保健局

葛齢社会対策部介護保険課

養護老人ホーム住所地特例者特別徴収

事務

F皮産手続執行機関 F皮産手続き

介護保険施設 入・退所者情報

保管上の留意点

キャビネ ットに施錠
適用除外施設 入・退所 (院)者情報

市区町村 (地方公共団体情報

システム機構経由)
lttl人番号を含む本人確認情報

備 考

本人等以外からの収集の際の通知は省略 と

します。

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  回公知  ■その他
・介護保 F父法第 13・ 129・ 131・ 134条
・介護保険法施行令第 39条
・被保険者資格の適用除外となることを確認するため
L番号法第14条第2項 に基づき住民基本台帳ネ ットワークで個人番号

を含む本人確認情報を確認するため



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票  NO,2 部 課 名 いきいき生活部介護保険課

業務の名称

介護保険被保険者管理

管理責任者 いきいき生活部介護保険課長

登録年月 日

収 集 の 時 期  回 定期  ■ 随時 収集の方法  日 本人等  日 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 消滅事由発生後 10年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的
l呆健所保健予防課 惑染症対策

会計課 」J納 ・審査

紺象となる個人の範囲

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

本人等への明示の方法
機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

内閣府 電子申請 (ぴつたリサービス)

記録の保管方法

保管上の留意点 ―

備  考 本人等以外収集の根拠
□法令  □緊急 □公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称 介護保険被保険者管理 部 課 名  いきいき生活部介護保険課

個

人

情

報

記

　

　

　

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思 想・信条等に関する項目

④ 氏名    ② 代理人

② 個人番号
③ 住所
④ 性別

⑤ 生年月日

③ 電話番号
⑦ 本籍
③ 国籍
⑨ 世帯主との続柄
⑩ 親族関係
⑪ 家庭環境等

⑫ 住民異動年月日

⑬ 異動事由

⑭ 在留資格
⑮ 収監

⑩ 成年後見
⑭ 相続人

⑬ 暗証番号

⑩ 死亡

⑩ 住民記録システム注意情報
⑪ 電子メールアドレス

☆収集の目的

②は個人番号収集の際
の本人確認に使用する

情報を含む。

①は、窓口で利用者自

身が契約している金融

機関に本人確認を行 う
ため収集。但し、蓄積は

しない。

①はDV被害者等支援

措置を含む。

主義 。主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

苦情

1

2

3

4

③

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

⑦

2

3

4
5

③

⑦
③
③
③
11

12

13

14

職業・職歴

地位

学歴

各種団体力日入

賞罰

加入健康保険

利用施設名

加入介護保険

自立支援給付

取得医療証

☆収集の目的

③は、 2号被保険者の

被保険者証交付申請の

ため、及び成年後見の

送付先登録の該当課確

認のため収集。

⑨は、被保険者資格の

適用除外 要件である

ことを確認するため、

及び成年後見の送付先

登録の該当課確認のた

め収集。

⑩は、成年後見の送付

先登録の該当課確認の

ため収集。

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

1

2

3

④

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

☆収集の目的

④は、成年後見の送付先

登録時の資格確認のた

め収集。

(5)財産・収入に関す る項 目 (6)心身等に関する項目

Э 収入状況

の 財産状況

Э 納税額等
④ 取引状況
Э 公的扶助の受給
6各種貸付金

Э 住居の間取り。図面

Э 金融機関名
9口座番号
③ 年金の受給
Э 手当の受給
9支給金額 (助成の事実)

☆収集の目的

③は、成年後見の送付

先登録の該当課確認及

び番 号連携のため収

集。

⑫は、成年後見の送付

先登録の該当課確認の

ため収集。

⑦ 健康状況
2病歴

③ 障がいの状況

④ 容姿 (写真)

③ 医療機関名
③ 病名
⑦ 死亡の原因
8

9

10

11

12

☆収集の目的

Э⑥⑦は、介護保険料減

免申請の要件確認のた

め収集。

Эは、成年後見の送付先

登録の該当課確認及 び

番号連携のため収集。

④は、成年後見の送付先

登録時の資格確認のた

め収集。

⑤は、被保険者資格の適

用除外対象であること

を確認するため収集。



(第 12号様式 )

個人情報外部委託等登録票
都 課 名 いきいき生活部介護保険課

管理責任者 いきいき生活部介護保険課長

業務の名称 登録年月 日
護保険被保険者管理

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

⑥ 職員による立入り調査

9その他

名称及び所在地
指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

マ トシステム開発株式会社

中央区晴海一丁目8番 11号

代 表 者 ビジネスツジューション部長

管理責任者 ビジネスツジューション部長

委託等の内容

eb口 座振替受付サービスシステムによる口座振替申込み手続き事務

委託等の理由

eb口座振替受付サービスシステムによる口座振替受付に関し、効率的

かつ正確な事務を執行す るため

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項目  12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

３

　

　

４

　

　

５

生年月日 15 27

電話番号 16 28

親族関係 17 29

6 電子メールア ドレス 18 30

7 加入介護保険 19 31

８

　

　

９

金融機関名 20 32

口座番号 21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

口座確認は、金融機関サイ トに遷移 し金融機関 (別紙)と の間で行いますと



【金融機関】       、

名 称 :株式会社みずほ銀行

所在地 :東京都千代田区大手町一丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UFJ銀行

所在地 :東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UFJ銀行

名 称 :株式会社三井住友銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目1番 2号

町田支店)

名 称 :株式会社きらばし銀行

所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 43号

名 称 :株式会社横浜銀行

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 1号

名 称 :株式会社東日本銀行

所在地 :東京都中央区日本橋三丁目11番 2号

名 称 :株式会社ゆうちょ銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内 2-7-2 」Pタ ワー (株式会社ゆうちょ銀行 本店)



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 子 ども生活部児童青少年課

業務の名称

学童保育

管理責任者 子 ども生活都児童青少年課長

1989.10.1、  1999.3.8、  2003.4.14、
2007.12.10、  2008.7.14、  2013.3,11、

登録 年 月 日 2014.7.14 2014.12.8 2015,9,14、
2016.3.14  2017.10.16  2020.9.14

2021.3.8 2022,9.12変 更

収 集 の 時 期  固 定期  ■随時 収集の方法 ■ 本人等 ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  年度終了後 5年 ◆ 他の業務か らの収集 (目 的外利用 )

業務廃上の時期 部   課   名 業 務 の 名 称

業務の 目的

小学校 に就学 している児童で家庭 にお

いて保護者の適切な保護 を受け られ ない

者に対 して組織的に指導を行い、 もつて

学童の事故防止 と心身の健全な育成 を図

る。

財務部市民税課 市・都民税賦課

財務部資産税課 固定資産税・都市計画税賦課

市民部恵暴賢老ブタ_ 住 民基本台帳

市民都市民瞬果 戸籍

地域福祉都生活援護課 生活保護

地域福祉部障がい福祉課 嘉結層ぶヤキ据:喜謡総暮轟
対象 となる個人の範囲

・学重保育クラブ入会者及びその保護者

・学童保育クラブ用地の地権者

・ボランティア希望者

,学童保育クラブに従事する職員

・防犯カメラに写つた者

・入会 申請書に添付す る診断書に記載 さ

れた医師

・ 口座名義人

子 ども生活部子 ども総務課 児童扶養手当

子ども生活部保育・幼稚園課 等灸扉
給

年
に係る支給認定及び保育所

子ども生活部子育て推進課 児童処遇、地域子育て相談センター

子 ども生活部子 ども家庭支
暖センタ=

町田市子育て支援ネ ッ トワーク

子ども生
箪響も発達支援課 層屎it芦後癬 ケア児・重症心身

学校教育部教育センター 障がい児就学相談

町田市立小学校 生活指導

本人等への明示の方法

文書 もしくは口頭

◆ 他機関等か らの収集 (本 人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

市区町村 住 民基本台帳

記録の保管方法

①文書、電子媒体

②キャビネット、書庫

私立保育園、幼稚園 対象者の情報

町田市立以外の小学校 生活指妄

保管上の留意点

キャビネ ット、書庫には施錠する

市区町村 (地方公
システム機構経由

共団体情報
)

個人番号を含む本人確認情報

備 考

・本人等以外か らの収集の際、通知 しま

す。 (私 立保育園、幼稚園、町田市立

以外の小学校の場合 )

・本人等以外か らの収集の際、通知は省

略 します。 (市 区町村の場合 )

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  □公知  ■その他
・入退会審査業務上必要なため
・育成料賦課徴収業務上あ要なため
,入会者本人の保育上必要なため

…番号法第14条第2項 に基づき住民基本台帳ネ ッ トワークで

個人番号を含む本人確認情報を確認す るため。



部 課 名  子 ども生活部児童青少年課学童保育

(第 1号様式 2)

業務の名称

個

人

情

報

記

録

？

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想 。信条等に関す る項 目

③ 氏名

② 個人番号
③ 住所
④ 性男可

⑤ 生年月日

③ 電話番号

⑦ 本籍
8国籍
③ 世帯主との続柄
⑩ 親族関係

⑪ 家庭環境等
⑫ 住民異動年月日

③ 異動事由

⑭ 電子メールア ドレス

⑮ 暗証番号
⑩ 死亡

☆ 収 集 の 目的

0は 個人番号収集の際の本

人確認に使用する情報を含

と」心。

①はDV被害者等支援措置を

含む

⑭について、緊急連絡用及

びお知 らせに使用するため

に保護者から収集

Э暗証番号は、窓 口で利用

者自身が契約 している金融

磯関に本人確認 を行 うため

l又 集。但 し、蓄積は しない。

1

2

9
④

Э
③
7

8

9

10

11

12

13

14

15

主義・主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

作品・作文

感想・意見

☆収集の目的

③、④は、保護者か

らの 申 し入れ に よ

り収集

(3)社会的地位等に関す る項 目 (4)成績・資格等に関する項 目

Э
②
Э
4
5

③

Э
③
9
③
③
②
13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

学籍

学童保育クラブ名

加入健康保 F父

通勤状況

保育・幼稚園名

加入介護保険

利用施設名

☆収集の目的

③は職員のみ収集

Э 学業成績 (対人関係 )

2勤務成績
Э 各種試験成績
④ 各種資格
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

①は保護者か らの

申 し入れによ り収

集

⑥④は職員のみ収

集

(5)財産・収入 に関す る項 目 (6)心身等に関す る項 目

③

②

③
④

⑤
6

7

③
③

⑩
①
12

13

14

15

収入状況    I
財産状況

納税額等    ´

取引状況

公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取 り 。図面

金融機 関名

口座番号

各種手数料等

手当の受給

☆収集の 目的 O
②
③

④
Э

③
⑦

③
③
⑩

⑪
⑫
⑬

⑭
15

健康状況

病歴

障がいの状況

容姿

医療機関名

行動・J性格

事故 (け が)の 状況

保育状況

介助の状況

病名

心身の発達状況

日常生活動作

生育歴

妊娠

☆収集の目的

①②④は、学童保育

クラブ入会者 にう

いては保護者 か ら

の 申 し入れ に よ り

収集

④は、防犯カメラに

写 った者 か らも収

集



(第 12号様式)1

個人情報外部委託等登録票 部 課 名 子 ども生活部児童青少年課

管理責任者 子 ども生活部児童青少年課長

業務の名称
登録年月 日

学童保育
委託等の条件 ① 秘密のイ呆持

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

名称及び所在地

ヤマ トシステム開発株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番 11号

② 第二者への提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

③ 職員による立入り調査

9その他

代 表 者  ビジネスツリューション部長

管理責任者  ビジネスソリューション部長

委託等の内容

Web口 座振替受付サービスシステムによる口座振替申込み手続き事務

委託等 の理 由

Web口 座振替受付サービスシステムによる口座振替受付に関し、効

かつ正確な事務を執行す るため

委託等の期間

通年

委託等に係 る保有個人情報の項 目
12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

３

４

５

６

７

８

９

生年月日 15 27

電話番号 16 28

親族関係 17 29

電子メールア ドレス 18 30

学童保育クラブ名 19 31

金融機関名 20 32

口座番 号 21 33

10 22 34

1 1 23 35

備 考 口座確認は、金融機関サイ トに遷移 し金融機関 (別紙)と の間で行います。



【金融機関】

名 称 :株式会社みずほ銀行

所在地 :東京都千代田区大手町一丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UF」 銀行

所在地 :東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UF」 銀行 町田支店)

名 称 :株式会社三井住友銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内下丁目1番 2号

名 称 :株式会社きらばし銀行

所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 43号

名 称 :株式会社横浜銀行

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 1号

名 称 :株式会社東日本銀行

所在地 :東京都中央区日本橋二す目11番 2号

名 称 :株式会社ゆうちょ銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内 2-7-2 」Pタ ワー (株式会社ゆうちよ銀行 本店)



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 Nal 部 課 名 子ども生活部保育・幼稚園課

業務の名称

保育給付に係る支給認定及び保育所等入所

管理責任者 子ども生活部保育・幼稚園課長

1989110.1  1999,3.8  1999,10,18

1     2002.3.11  2007.3.12  2009.2,9

登録年月 日 2013,1.21 2014.10.20 2015,9,14
2016.3,14  2016.10.17  2019,3.11

2019.10.21 2021.10.11変 更

収 集 の 時 期  ■ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  口 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 保育の利用後 5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

小学校就学前の子どものうち、保育が必要な

者で、保育所等 (幼稚園、認定こども園、認可

l呆育所、家庭的保育事業所、小規模保育事業
F力

‐
、居宅訪問型事業所、事業所内保育事業所、

認証保育所、認可外保育施設、二時預かり、
一時保育、預か り保育、病児・病後児保育、
1丁田フアミリー・サポー ト・センター)を利用

するために保育時間利用認定 (2号 。3号 。新

2号・新 3号認定)が必要な者に対 し申請に

基づき認定を行 うとともに、保護者の所得に

応じ利用する保育所等の保育料・給食費の軽

減対象者及び保護者補助金を決定する。

各課 共通 番号連携

財務部市民税課 市・都民税賦課

市民都市民課及び

各市民センター
住民基本台帳

地域福祉都福祉総務課 偏祉サー ビス総合支援

[也 域福祉部生活援護課 生活保護

r也 域福祉部障がい福祉課

身体障がい児・者記録管理

知的障がい児 ,者記録管理

精神障がい者生活支援

l呆 健所保健予防課
'上

産婦・乳幼児健康診査及び相談支援

子ども生活部子ども総務課
:昌果、濃誓醗夏旱ま嘗抒勇緊歴塗≧

子ども生活部保育・幼稚園課
通園促進事業、

教育給付に係 る支給認定

子ども生活都子育て推進課 地域子育て相談センター、児童処遇

対象となる個人の範囲
・保育が必要な児童 (0歳から小学校就学開

始期まで)と 児童を養育している保護者及び

親族
・口座名義人

子 ども生活部子 ども家庭支

援セ ンター
町田市子育て支援ネットワーク

母子・女性緊急一時保護

子ども生活部
子ども発達支援課

療育・本目談、医療的ケア児 。重症心身障が

い児実態把握

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

本人等への明示の方法

文書もしくは口頭による

各市区町村福祉事務所

l呆育の実施協議書、保育所等入所申込

書、支給認定証、課税状況証明書

l呆育の実施承諾書、住民基本台帳

各市区町村 住民基本台帳

記録の保管方法

①文書、電子媒体

②キャビネット、書庫、倉庫

l呆育所等 保育の利用申込書の提出の代行

障がい児通園施設 在園確認

l呆管上の留意点

キャビネ ット、書庫、倉庫には施錠

市区町村 (地方公共団体情報

システム機構経由)

lttl人番号を含む本人確認情報

企業主導型保育所 申請書

備 考

本人等以外からの収集の際、通知は省略と

します。

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  □公知  ■その他

児童の身体的症状や基本的生活等を確認するたぬ

番号法第14条第2項 に基づき住民基本台帳ネットワークで個人番号

を含む本人確認情報を確認するため。



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 Na2 部 課 名 子ども生活部保育・幼稚園課

業務の名称

保育給付に係る支給認定及び保育所等入所
管理責任者 子ども生活部保育・幼稚園課長

登録年月 日

収 集 の 時 期  □ 定期  □ 随時 収集の方法  □ 本人等  □ 本人等以外  □ 目的外利用

記録廃棄の時期 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用 )

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的 会計課 出納・審査

学校教育部教育センター
障がい児就学相談、教育相談、就学・

進学支援

対象となる個人の範囲

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

本人等への明示の方法

記録の保管方法

保管上の留意点

備  考 本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 回公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称  保育給付に係る支給認定及び保育所等入所 部 課 名 子ども生活部保育・幼稚園課

個

人

情

報

記

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想 。信条等に関する項目

③
②

③
④
③
③
7

③
③
⑩

③
⑫
③
⑭
15

氏名

個人番号

住所

性男可

生年月日      |
電話番号

本籍

国籍

世帯主との続柄

親族関係

家庭環境等

利用理由

住民記録システム注意情報

電子メールア ドレス

☆収集の目的

②は個人番号収集の際
の本人確認に使用する

府報を含む。

9は延長保育利用者の

み

1主 義 。主張

2支 持政党

3宗 教

4趣 味・嗜好

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

Э
②
3

4
5

③
Э

9
②
③
Э

②
13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体力日入

賞罰

通勤状況

保育・幼稚園名

学籍

利用施設名

支給認定状況

通園期間

取得医療証

☆収集の目的

Эは保育給付に係る支

給認定、入所要件 (就

学)確認のため収集

②は医療費助成を受け

ている事実を収集する

ため

1学
2勤
3各
④ 各
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

業成績

務成績

種試験成績

種資格

☆収集の目的

④は、保育所等入所の選

考の際、保育士、看護師、
rム

カ稚園教諭の資格者 で

あることを確認す るた

め。

(5)財産・収入に関す る項 目 (6)心身等に関する項目

Э 収入状況

② 財産状況

Э 納税額等ィ
④ 取引状況

Э 公的扶助の受給
6各種貸付金
7住居の間取り・図面
Э 金融機関名

9口座番号

③ 家賃
③ 各種手数料等
② 養育費
③ 手当の受給
⑭ 補助金額
15

☆収集の目的 ③ 健康状況
② 病歴

③ 障がいの状況

④ 容姿 (写真)

⑤ 病名

③ 医療機関名

⑦ 心身の発達状況

③ 行動、性格
⑨ 日常生活動作

⑩ 生育歴

① 事故 (けが)の状況

⑫ 健診・検査

⑬ 保育・処遇状況

⑭ 相談内容 (所見含む)

⑮ 医療的ケア

☆収集の目的

④は保育料 を減免す る

味に障がい者手帳を提

出していただくため。



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 子ども生活都保育 ,幼稚園課

管理責任者 子ども生活部保育・幼稚園課長

業務の名称

保育給付に係る支給認定及び保育所等入所
登録年月 日

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止
名称及び所在地

指

定

管

理

者

委

誰

先

又

は

マ トシステム開発株式会社

中央区晴海一丁目8番 11号
③ 指示目的以外の使用の禁止

代 表 者 ビジネスツジューション部長

管理責任者 ビジネスツジューション部長

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

③ 職員による立入り調査

9その他

委託等の内容

eb口座振替受付サービスシステムによる口座振替申込み手続き事務

委託等の理 由

eb口 座振替受付サービスシステムによる口座振替受付に関し、効率的

っヽ正確な事務を執行す るため

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項目  12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

３

４

５

６

７

８

９

生年月 日 15 27

電話番号 16 28

親族関係 17 29

電子メールア ドレス 18 30

保育園名 19 31

金融機関名 20 32

口座番号 21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

口座確認は、金融機関サイ トに遷移 し金融機関 (別紙)と の間で行います。



【金融機関】

名 称 :株式会社みずほ銀行

所在地 :東京都千代田区大手町一丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UF」 銀行

所在地 :東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UF」 銀行 町田支店)

名 称 :株式会社三井住友銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目1番 2号

名 称 :株式会社きらばし銀行    i
所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 43号

名 称 :株式会社横浜銀行  、

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 1号

名 称 :株式会社東日本銀行
所在地 :東京都中央区日本橋三丁目11番 2号

名 称 :株式会社ゆうちょ銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内2-7-2 」Pタ ワー (株式会社ゆうちょ銀行 本店)



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名  子ども生活部子育て推進課

業務の名称

市立保育園給食費収納
管理責任者  子ども生活部子育て推進課長

登録年月 日 2019.7,8 2020.3,9 2020.9.14変 更

収 集 の 時 期  回 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  □ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

市立保育園入所児童の給食費徴収
鳳オ務部市民税課 市・都民税賦課

子 ども生活部保 育・幼稚 園

課

l呆 育給付 に係 る支給認定及び保育所

等入所

子ども生活都子育て推進課 児童処遇

対象となる個人の範囲

Э市立保育園入所児童

②児童の保護者及び同一世帯者

Э給食費引き落としの口座名義人

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

本人等への明示の方法

文書 (口 頭)に よる

記録の保管方法

③ 文書・電子媒体

② キャビネット

保管上の留意点

キャビネットに施錠

備  考 本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 回公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称 市立保育園給食費収納 部 課 名 子ども生活部子育て推進課

個

人

情

報

記

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想 。信条等に関する項 目

① 氏名

2個人番号

③ 住所    |  ′

4 ′性男可

⑤ 生年月日

③ 電話番号

7本籍
8国籍

③ 世帯主との続柄

③ 親族関係

⑪ 家庭環境等

② 電子メールア ドレス

13

14

15

☆収集の目的 1主義 。主張

2、 支持政党

3宗教
4趣味・嗜好
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

③

2

3

4
5

⑥

7

8

9

10

11

12

13

14

15

職業

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

保育園名

☆収集の目的 1学業成績

2勤務成績
3各種試験成績
4各種資格

5

6

7

8

9

10

11

12

18

14

15

☆収集の目的

(5)財産 。収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

Э 収入状況

2

3

Э

5

6

7

③

③

④

11

12

13

14

15

財産状況

納税額等

取引状況

公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取り。図面

金融機関名

口座番号

各種手数料等 (給食費)

☆収集の目的 1健 康 状 況

2病 歴

3障 が い の状 況

4容 姿

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 子ども生活部子育て推進課

管理責任者 子ども生活部子育て推進課長

業務の名称 登録年月 日
立保育園給食費収納

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁上

⑦ 情報の管理方法の指定

⑥ 職員による立入り調査

9その他

名称及び所在地
指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

マ トシステム開発株式会社

中央区晴海一丁目8番 11号

代 表 者 ビジネスソリューション部長

管理責任者 ビジネスソリューション部長

委託等の内容

eb口座振替受付サービスシステムによる口座振替申込み手続き事務

委託等の理由

eb口座振替受付サービスシステムによる口座振替受付に関し、効率的
つ正確な事務 を執行す るため

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項目  12 24

1 氏名 13 25

２

　

　

３

住所 14 26

生年月 日 15 27

4 電話番号

5 親族関係

16 28

17 29

６

７

８

９

電子メールア ドレス 18 30

保育園名 19 31

金融機関名 20 32

口座番号 21 33

10 22 34

11 23 35

備 考
口座確認は、金融機関サイトに遷移し金融機関 (別紙)と の間で行います。



【金融機関】

名 称 :株式会社みずほ銀行

所在地 :東京都千代田区大手町一丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UF」 銀行

所在地 i東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UF」 銀行 町田支店)

名 称 :株式会社三井住友銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目1番 2号

名 称 :株式会社きらばし銀行

所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 48号

名 称 :株式会社横浜銀行     ′

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 1号

名 称 :株式会社東 日本銀行

所在地 :東京都中央区日本橋三丁目11番 2号

名 称 :株式会社ゆうちょ銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内 2-7-2 」Pタ ワー (株式会社ゆうちょ銀行 本店)

し                    ｀



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 子 ども生活部子ども家庭支援センター

業務の名称

母子及び父子・女1性福祉資金貸付

管理責任者 子 ども生活部子ども家庭支援センター長

1989.10.1  2007.2.19  2014,10,20

登録年月 日 2015.6.8 2016.3.14 2018.2,19
2020.5.11変 更

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 償還完了後 5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

ひとり親家庭の方々等が経済的に自立して、

安定 した生活を送るために必要 とす る資金

の貸付。

各課共通 番号連携

謝務部市民税課 市・都民税賦課

市民都市民課及び各市民セ

ンター
随民基本台帳

市民都市民課 戸籍

l也 域福祉都生括援護課 生活保護

対象となる個人の範囲

Эひとり親家庭の母又は父

②配偶者がいない又はその扶養を受けられ

ない女性及び親 。子・兄弟姉妹

Э配偶者がいない女性で親、子、兄弟姉妹等
を扶養している方

④配偶者がいない女性でかつて母子家庭の

母として 20歳未満の子を扶養 したこと
のある方

Э①から④の連帯借受人・連帯保証人・後見

人

③口座名義人

子ども生活部子 ども家庭支

陵センター

ひとり親相談、婦人相談、

町田市子育て支援ネ ッ トワーク

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

23区・ 25市・各支庁 東京都母子及び父子福祉資金貸付

西多摩福祉事務所 東京都女性福祉資金貸付

本人等への明示の方法

口頭 。文書
各市区町村 に民基本台帳、戸籍

市区町村 (地方公共団体情報

システム機構経由)

個人番号を含む本人確認情報

記録の保管方法

④ 文書、電子媒体

② キャビネット、書庫

保管上の留意点

キャビネ ット、書庫に施錠する

備 考

本人等以外からの収集の際、通知は省略と

します。

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  回公知  □その他

母子及び父子並びに寡婦福祉法第 13条
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第 23条
東京都母子及び父子福祉資金貸付条例第 1条

東京都母子及び父子福祉資金貸付規則第 2条、第 3条、第 4条
番号法第14条第2項 に基づき住民基本台帳ネットワークで個人番号

を含む本人確認情報を確認するため。



(第 1号様式 2)

業務の名称 母子及び父子 `女性福祉資金貸付 部 課 名 子ども生活部子ども家庭支援センター

個

人

情

報

記

　

　

　

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項目

D氏名
の 個人番号
Э 住所
④ 性男可

Э 生年月日

③ 電話番号
Э 本籍
Э 国籍
9世帯主との続柄
③ 親族関係

Э 家庭環境等

② 住民異動年月日

③ 在留資格
⑭ 印鑑登録・印影
Э 筆頭者
④ 住民記録システム注意情報
9電子メールアドレス

☆収集の目的

②は個人番号収集の際
の本人確認に使用する

情報を含む。

1

2

Э
④
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

主義・主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項 目 (4)成績・資格等に関する項目

③ 職業・職歴
2地位

③ 学歴

④ 各́種団体加入
5賞罰

③ 学籍

Э 保育・幼稚園名

③ 力日入健康保険

③ 取得医療証

③ 和〕用施設名
11

12

13

14

15

☆収集の目的

③は修学・技能習得又

は編入学・卒業予定。終

了予定年月を指す

1

2

3

④
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

④は、事業開始資金又は

事業継続資金の貸付申

請の際、収集

(5)財産 。収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

D
D
D
④
Э
③

Э
9
②
③
Э

②
13

14

15

収入状況

財産状況

納税額等

取引状況

公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取 り・図面

金融機関名

口座番号

年金の受給

手当の受給

建物の状況

☆収集の目的

Э、①は、住宅資金又は

転宅資金の貸付申請の

際、収集

③は特別児童扶養資金

貸付申請の際、収集

Э

②
Э
④

Э
③
⑦
8

9

10

11

12

13

14

15

健康状況

病歴

障がいの状況

容姿

医療機関名

病名

生育歴

☆収集の目的



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
都 課 名 子ども家庭支援センター

管理責任者 子ども家庭支援センター長

業務の名称 登録年月 日
及び父子 。女性福祉資金貸付

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止
名称及び所在地

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

トシステム開発株式会社

中央区晴海一丁目8番 11号
③ 指示目的以外の使用の禁止

代 表 者 ビジネスソリューション部長

管理責任者 ビジネスソリューション部長

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指富

⑥ 職員による立入り調査

9その他

委託等の内容

eb口 座振替受付サービスシステムによる日座振替申込み手続き事務

委託等の理由

eb口座振替受付サービスシステムによる日座振替受付に関し、効率的
つ正確な事務を執行するため

委託等の期間

年

委託等に係る保有個人情報の項目

1 氏名

12 24

13 25

2 住所 14 26

3 生年月 日 15 27

4 電話番号 16 28

５

６

７

８

９

親族関係 17 29

電子メールア ドレス 18 30

各種貸付金 19 31

金融機関名 20 32

口座番号 21 33

10 22 34

11 28 35

備 考

口座確認は、金融機関サイ トに遷移し金融機関 (別紙)と の間で行います。



【金融機関】

名 称 :株式会社みずほ銀行      
｀

所在地 :東京都千代田区大手町一丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UF」 銀行

所在地 :東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UF」 銀行 町田支店)

名 称 :株式会社三井住友銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目1番 2号

名 称 :株式会社きらぼし銀行

所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 43号

名 称 :株式会社横浜銀行

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 1号

名 称 :株式会社東日本銀行       ｀

所在地 :東京都中央区日本橋三丁目11番 2号

名 称 :株式会社ゆうちょ銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内2-7=2 」Pタ ワ▼ (株式会社ゆうちよ銀行 本店)



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 都市づくり都住宅課

業務の名称

市営住宅管理
管理責任者 都市づくり部住宅課長

登録年月 日

1989,10.1

2003.4,14

2014.3.10

変 更

1998.7.13  1999.10,18

2007.12.10  2009.3,9  2010.7.12

2014.9.8  2020.2.10  2020,10.12

収 集 の 時 期  ■ 定期  ■ 随時 収集の方法  日 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  明渡し後5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

市営住宅及び市民住宅の適正な管理運営

を行 う。

謝務部市民税課

訪務部資産税課

市・都民税賦課

固定資産税・都市計画税賦課

市民都市民課及び

各市民センター
住民基本台帳

:也 域福祉部生活援護課 生活保護

身体障がい児・者記録管理地域福祉部障がい福祉 H果

いきいき生活部

高齢者福祉課
高齢者住宅

対象となる個人の範囲

・市営住宅入居者、保証人、緊急時の連絡人、

連絡員、応募者、市営住宅駐車場使用者
・電波障害の対象者
・口座名義人

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

警視庁 暴力団対策

本人等への明示の方法

1,文書

2.口頭

記録の保管方法

①文書、電子媒体
②書庫に保管

保管上の留意点

書庫に施錠する

備 考

本人等以外から収集の際、通知は省略とし

ます。

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急 □公知  □その他

町田市営住宅条例第50条  ,
町田市特定公共賃貸住宅条例第31条



(第 1号様式 2)

業務の名称 市営住宅管理 部 課 名 都市づくり部住宅課

個

人

情

報

記

　

　

　

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想 。信条等に関する項目

Э 氏名
2個人番号
Э 住所
④ 性月町

Э 生年月日

③ 電話番号
Э 本籍
9国籍
② 世帯主との続柄

⑩ 親族関係

Э 家庭環境等
② 住民異動年月日

Э 異動事由

⑭:死亡

Э 保証人

④ 相談内容

9電子メールアドレス

☆収集の目的 1主義・主張

2支持政党

3宗教

4趣 味 。嗜好

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

Э 職業・職歴
2地位

Э 学歴

④ 各種団体加入
5賞罰

③ 力日入健康保険
7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

Эは暴力団への加入の

有無を含む。

1

2

3

④

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格 (運転免許 )

☆収集の目的

(5)財産 。収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

③ 収入状況

② 財産状況

③ 納税額等

④ 取引状況

⑤ 公的扶助の受給
6各種貸付金

⑦ 住居の間取り。図面
③ 金融機関名

⑨ 口座番号

⑩ 各種手数料等
① 自動車名
12

13

14

15

☆収集の目的 ③ 健康状況
2病歴   :
③ 障がいの状況

④
⑤
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

容姿

介護の状況

☆収集の目的



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 都市づくり都住宅課

管理責任者 都市づくり部住宅課長

業務の名称

市営住宅管理
登録年月 日

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止
名称及び所在地

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

マ トシステム開発株式会社

中央区晴海一丁目8番 11号
③ 指示目的以外の使用の禁止

代 表 者 ビジネスツリユエション部長
④ 事故発生時の報告

管理責任者 ビジネスソリューション部長
⑤ 再委託の禁止

委託等の内容

eb口座振替受付サービスシステムによる口座振替申込み手続き事務 ⑥ 複写及び複製の禁止

委託等の理由

⑦ 情報の管理方法の指定
|

③ 職員による立入り調査

9その他

eb口座振替受付サービスシステムによる口座振替受付に関し、効率的
つゝ正確な事務を執行するため

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項目  12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

３

４

５

６

７

８

．

９

生年月日 15 27

電話番号 16 28

親族関係 17 29

電子メールア ドレス 18 30

金融機関名 19 31

口座番号 20 32

21 38

10 22 34

11 23 35

備 考

口座確認は、金融機関サイ トに遷移 し金融機関 (別紙)と の間で行います。



【金融機関}

名 称 :株式会社みずほ銀行

所在地 :東京都千代田区大手町二丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UFJ銀行

所在地 :東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UFJ銀行 町田支店)

名 称 :株式会社三井住友銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目1番 2号

名 称 :株式会社きらばし銀行

所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 43号

名 称 :株式会社横浜銀行

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 1号

名 称 :株式会社東 日本銀行

所在地 :東京都中央区日本橋三丁目11番 2号

名 称 :株式会社ゆうちょ銀行
′所在地 :東京都千代田区丸の内2-7-2 」Pタ ワー (株式会社ゆうちょ銀行 本店)



ヤマトシステム開発HPより

※町田市では使用しません

06987
スタンプ

06987
スタンプ



22町教学教第911号
2022年 10月 3日

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町田市教育委員会
教育長 、坂 本 修

1個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ

しくお願いいたします。        ヽ

記

1 「学校教材費等徴収管理」業務における外部委託等について

2'「学校給食」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部委託等について
｀

(学校教育都保健給食課)

※変更の理由

扱う個人情報の項目が増えたため

」は削除

ト

添付書類
。個人情報業務登録票
・個人情報外部委託等登録票

B2564
スタンプ



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 学校教育部教育総務課

管理責任者 学校教育部教育総務課長

務の名称 登録年月 日
費等徴収管理

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁上

⑦ 情報の管理方法の指定

③ 職員による立入り調査

9その他

名称及び所在地
指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

マ トシステム開発株式会社

中央区晴海一丁目8番 11号

代 表 者 ビジネスツジューション部長

管理責任者 ビジネスソリユーション部長

委託等の内容

eb口座振替受付サエビスシステムによる口座振替申込み手続き事務

委託等の理由

eb口 座振替受付サービスシステムによる口座振替受付に関し、効率

かつ正確な事務 を執行す るため

委託等の期間

委託等に係る保有個人情報の項目  12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

３

４

５

６

７

８

９

生年月 日 15 27

電話番号 16 28

親族関係 17 29

電子メールア ドレス 18 30

学籍 19 31

金融機関名 20 32

口座番号 21 38

10 22 34

11 23 35

備 考

口座確認は、金融機関サイ トに遷移 し金融機関 (別紙)と の間で行います。



【金融機関】

名
フ

称 :株式会社みずほ銀行

所在地 :東京都千代田区大手町一丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UFJ銀行

所在地 :東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UFJ銀行 町田支店)

名 称 :株式会社三井住友銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目1番 2号

名 称 :株式会社きらばし銀行

所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 43号

名 称 :株式会社横浜銀行

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 1号

名 称 :株式会社東 日本銀行

所在地 :東京都中央区日本橋三丁目11番 2号

名 称 :株式会社ゆうちょ銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタ ワー (株式会社ゆうちょ銀行 本店)



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 口果 名 学校教育部 保健給食課

業務の名称

学校給食

管理責任者 学校教育部 保健給食課長

登録年月 日

1989.10.1

2018.5.14

2019.12.9

2010.9,13

2019.6.10

2020.2.10

2010.11.8

2019.10.21

2020.9.14変 更

収 集 の 時 期  ■ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃乗の時期  永年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

①学校給食問題の協議

②学校給食従事職員 (栄養士及び給食調理

員)の衛生管理

③給食調理員の人事

④中学校給食申込者の整理

⑤学校給食費の徴収・管理

⑥学校給食費の滞納整理

総務部職員課 人 事

市民都市民課及び各市民
センター 住民基本台帳

地域福祉部生活援護課 生活保護

学校教育部教育総務課 教育委員会職員人事

学校教育部学務課 就学援助、就学、就学奨励費支給

学校教育部指導課 都費負担職員人事

対象となる個人の範囲

①給食問題協議会委員

②栄養士   |
③給食調理員及びその三親等以内の親族

(内縁関係を含む)

④研修講師

⑤中学校給食申込者及びその保護者

⑥小学校及び武蔵岡中学校の児童生徒

⑦⑥の保護者又は口座名義人

⑥教職員 。その他給食喫食者

町田市立小学校 総務、人事、経理、学籍

町田市立中学校 総務、経理、学籍

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

脇議会委員を推薦する団体 協議会委員の推薦

本人等への明示の方法

文書または口頭

金融機関 口座振替申込書

記録の保管方法

① 文書、電子媒体
② キャビネット・書庫に保管

保管上の留意点

キャビネット・書庫に施錠

備 考

本人等以外収集の際の通知は省略と

します。

本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 □公知  ■その他

協議会委員を推薦 していただくため。

金融機関での口座振替を実施するため。



(第 1号様式 2)

業務の名称 学校給食 部 課 名 学校教育部 保健給食課

個

人

情

報

記

録

の

項

目

(1) 基本的項 目 (2) 思想・信条等に関する項目

Э 氏名
2個人番号

Э 住所

④ 性男可

9生年月日

③ 電話番号
7本籍

9国籍

2世帯主との続柄

④ 親族関係
Э 家庭環境等  ′

② 暗証番号

④ 電子メールア ドレス

⑭ 住民異動年月日

〇 異動事由

④ 住民記録システム注意情報

☆収集の目的

②③については、中学

校給食予約システム利
用のため、中学校給食
申込者及び保護者から

l又集

③DV情報を含む

1

2

3

Э

Э

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

主義・主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

異動希望

☆収集の目的

(3) 社会的地位等に関する項目 (4) 成績・資格等に関する項目

①

②

③

①

⑤

⑥

⑦

③

⑨

10

11

12

13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体力日入

賞罰

加入健康保険

加入年金

学籍

利用施設名

☆収集の目的

Dは 中学校給食申込者

又びその保護者以外か

ら収集

1学業成績

② 勤務成績

③

④

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

(5) 財産 。収入に関する項 目 (6) 心身等に関する項目

① 収入状況

② 財産状況
3納税額等

④ 取引状況

③ 公的扶助の受給
6各種貸付金
7住居の間取り。図面
① 金融機関名
③ 口座番号
① 雇用保険
⑪ 学校徴収金 (給食費)

⑫ 手当の受給

③ 各種手数料等
14

15

☆収集の目的

②は給食費滞納者のみ

1又集

9は小学校及び武蔵岡

中学校の児童 。生徒の
アメ収集

③ 健康状況

9病 歴

③ 障がいの状況

④ 容姿 (写真 )

③ 行動・J性格

③ 事故 (怪我)の状況

⑦ 健診・検査

③ 医療機関名

③ 薬局名

⑭ 公務災害・通勤災害

11

12

13

14

15

☆収集の目的



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 学校教育部保健給食課

管理責任者 学校教育部保健給食課長

業務の名称 登録年月 日
給食

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

⑥ 職員による立入り調査

9その他

名称及び所在地
指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

マ トシステム開発株式会社

中央区晴海一丁目8番 11号

代 表 者 ビジネスツジユーション部長

管理責任者 ビジネスソリューション部長

委託等の内容

eb口 座振替受付サービスシステムによる口座振替申込み手続き事務

委託等の理由

eb口座振替受付サービスシステムによる口座振替受付に関し、効率的
つ正確な事務を執行す るため

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項 目  12 24

1 氏名 13 25

２

３

４

５

６

７

８

９

住 所 14 26

生年月 日 15 27

電話番号 16 28

親族関係 17 29

電子メールア ドレス 18 30

学籍 19 31

金融機関名 20 32

口座番号 21 33

10 22 84

11 23 35

備 考

口座確認は、金融機関サイ トに遷移 し金融機関 (別紙)と の間で行います。



【金融機関】

名 称 :株式会社みずほ銀行

所在地 :東京都千代田区大手町一丁目5番 5号

名 称 :株式会社三菱UFJ銀 行

所在地 :東京都町田市原町田六丁目11番 19号 (株式会社三菱UF」 銀行 町田支店)

名 称 :株式会社三井住友銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目1番 2号

名 称 :株式会社きらぼし銀行

所在地 :東京都港区南青山三丁目10番 43号

名 称 :株式会社横浜銀行  
サ     '

所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい 3丁 目1番 1号

名 称 :株式会社東 日本銀行

所在地 :東京都中央区日本橋三丁目11番 2号

名 称 :株式会社ゆうちょ銀行

所在地 :東京都千代田区丸の内2-7_2 JPタ ワー (株式会社ゆうちょ銀行 本店)



22町財市第 288号
2022年 19月 30日

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

丈

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づきて下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

記

1 「市・都民税賦課」業務における外部提供、外部委託等について

2 「法人市民税申告等処理」業務におけるコンピュータ処理等、外部委託等について

3 「軽自動車税賦課」業務における外部委託等について
4 「固定資産税・都市計画税賦課」 (財務部資産税課)、 「市税収納」、「国民健康保険

税 収納」 (財務部納税課)、 「国民健康保険税 賦課」 (いきいき生活部保険年金

課)業務における外部提供について

添付書類
・個人情報外部提供登録票
・個人情報コンピュータ処理等登録票
・個人情報外部委託等登録票

町 田 市 長

石  阪

B2564
スタンプ



(第 5号様式)

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名  財務都市民税課

業務の名称

市 ,都民税賦課

管理責任者  財務部市民税課長

登録年月 日

利用・提供の期間

随時区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

不ll

用

提

供

先

名 称

市区町村

利用 。提供の方法

1閲 覧
―

② 文書による通知、複写

3コ ンピュータ処理等

4そ の他

業務の名称

特定公的給付の支給事務

利用 ,提供の条件

提供目的以外の利用禁止管理責任者

市区町村長

利用 `提供の目的又は理由

特定公的給付に関する照会に協力するため。

利用・提供の法令等の根拠

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第 11条

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 18 25

2 住所 14 26

3 生年月 日 15 27

4

5

世帯主 との続柄 16 28

収入状況 17 29

6

7

8

9

納税額等 18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

外部提供の際、本人等への通知・同意は省略とします。



(第 5号様式)

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名  財務都市民税田果

業務の名称

市・都民税賦課

管理責任者  財務部市民税課長

登録年月日

利用・提供の期間

随時区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

裁判所

利用・提供の方法

1閲 覧

② 文書による通知、複写

8コ ンピュータ処理等

4その他

業務の名称

債務者の給与債権に係る情報の取得

利用・提供の条件

提供目的以外の利用禁止管理責任者

裁判所の長

利用 。提供の目的又は理由

債務者の給与にかかる情報についての照会に協力するため

利用・提供の法令等の根拠

民事執行法 第 206条第 1項

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

3 11生男可 15 27

4 生年月 日 16 28

5職 業 17 29

6 収入状況 18 30

7

8

納税額等 19 31

20 32

9 21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

外部提供の際、本人等への通知 。同意は省略とします。



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 財務都市民税課

管理責任者 財務部市民税課長

業務の名称

市・都民税賦口果
登録年月 日

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報め管理方法の指定

⑥ 職員による立入り調査

9その他

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

名称及び所在地
コンピュータ処理会社

代 表 者 代表取締役社長

管理責任者 代表取締役社長

委託等の内容

文字認識サービスによる紙媒体情報 (給与所得者異動届)のデータ化を

うため

委託等の理由
・手処理事務の軽減による事務の省力化と正確性の確保のため
・処理の迅速性による市民サービスの向上のため

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項目  12 納税額等 24

1 氏名 13 25

2 個人番号 14 26

３

４

５

６

７

８

９

15 27

生年月日 16 28

電話番号 17 29

世帯主との続柄 18 30

親族関係 19 31

相続人 20 32

死 亡 21 33

10職 業・職歴 22 34

11収 入状況 23 35

備  考



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 財務都市民税課

管理責任者 財務部市民税課長

業務の名称 登録年月 日
人市民税申告等処理

委託等の条件 ① 秘密の保持

名称及び所在地
② 第二者への提供の禁止

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

コンピュータ事業者

③ 指示目的以外の使用の禁止

代 表 者 代表取締役社長

管理責任者 同上

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

⑥ 職員による立入り調査

9その他

委託等の内容

字認識サービスによる紙媒体情報 (異動届出書)のデータ化を行うため

委託等の理由
・手処理事務の軽減による事務の省力化と正確性の確保のため
・処理の迅速性による市民サービスの向上のため

委託等の期間

年

委託等に係る保有個人情報の項 目  12 24

1 住所 13 25

2 電話番号 14 26

３

４

５

６

７

15 27

16 28

17 29

18 30

19 31

８

　

　

９

20 32

21 83

10 22 34

11 23 35

備 考
コンピュータ事業者との通信は、行政の専用回線 (LGWAN)を 利用します。



(第 12号様式 )

個人情報外部委託等登録票 部 課 名 財務部市民税課

管理責任者 財務部市民税課長

業務の名称

法人市民税 申告等処理
登録年月 日

委託等の条件 ① 秘密の保持

第二者への提供の禁止

指示 目的以外の使用の禁止

事故発生時の報告

再委託の禁止

複写及び複製の禁止

情報の管理方法の指定

職員による立入 り調査

その他

委

託

指

定
管

理
者

称及び所在地

法人市民税事務の補助業務受託事業者
②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

9

表 者 代表取締役社長

|ま 理責任者 代表取締役社長

委託等の内容

法人市民税申告書、法人届出書などの法人市民税課税資料の受付、内

容確認及びそれに伴 う事務処理などの補助業務。

委託等の理 由

法人市民税事務の一部業務を委託することにより、効率的かつ効果

的な業務を推進するとともに、市民サービスの向上を図るため。

委託等の期間 通年

委託等に係 る個人情報の項 目 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

86

37

38

39

40

41

42

43

44

1 氏名

２

　

３

　

４

住 所

性男町

生年月 日

5 電話番 号

6 本籍

7 住民記録 システム注意情報

8 住民異動年月 日

9 異動事由

10筆 頭者

11電 子 メール ア ドレス

12

13

14

備 考

委託業者は、市の執務室スペース内で市の業務端末を使用する。

業務端末の操作は ID・ パスワー ドにより操作者を管理する。



(第 12号様式 )

個人情報外部委託等登録票 部 課 名 財務部市民税課

管理責任者 財務都市民税課長

業務の名称

軽 自動車税賦課

登録年月 日

委託等の条件 ① 秘密の保持

第二者への提供の禁止

指示 目的以外の使用の禁止

事故発生時の報告

再委託の禁止

複写及び複製の禁止

情報の管理方法の指定

職員による立入 り調査

その他

委 指

託 定

先 管

又 理

は者

称及び所在地

町田市軽自動車税事務の補助業務受託事業者
②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

9

表 者 代表取締役社長

理責任者 代表取締役社長

委託等の内容

当初納税通知書発送及び返戻に対する処理(減免申請の受付及び入

力、申告データ及び申告書の処理、郵送物処理などの補助業務

委託等の理由

軽 自妻力車税事務の一部業務を委託することにより、効率的かつ効果

的な業務を推進するとともに、市民サエビスの向上を図るため。

委託等の期間 通年

委託等に係 る個人情報の項 目

1 氏名   、 ‐

15 相続人 30

31

32

38

34

35

36

37

38

39

40

41

42

48

44

手当の受給

16 死亡

17 成年後見

支給金額 (助成の事実)

２

３

４

５

６

７

８

９

個人番号 障がいの状況

住 所 18 住民記録システム注意情報 容 姿

性丹可 19 加入健康保険

生年月 日 20 取得医療証

電話番 号 21 加入介護保険

本籍 22 自立支援給付

国籍 23 各種資格

世帯主 との続柄 24 財産状況

10親 族関係 25 納税額等

26公 的扶助の受給11家 庭環境等

12
住民異動年月 日 27 自動車名

13
異動事 由 28 罹災状況

14
筆頭者 29 公共料金

備 考

委託業者は、市の執務室スペース内で市の業務端末を使用する。

業務端末の操作は ID;パスワー ドにより操作者を管理する。



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 財務都市民税課

業務の名称
・都民税員武課

管理責任者 財務部市民税課長

登録年月 日

利用・提供の期間

随時区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

禾け

用

提

供

先

名 称

l党理士会

利用・提供の方法

1閲 覧

② 文書による通知、複写

3コ ンピュータ処理等

4その他

業務の名称

髄理士登録申請

利用・提供の条件

提供 目的以外には使用しない管理責任者

脱理士会 会長

利用・提供の目的又は理由

悦理士登録申請にあたり登録拒否事由に係る照会に回答するため

利用・提供の法令等の根拠

税理士法第 23条第 1項

利用 。提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

3

4

5

6

7

8

9

生年月日 15 27

収入状況 16 28

納税額等 17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

外部提供の際、本人等への通知 。同意は省略とします。



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 口果 名 財務部資産税課

業務の名称

定資産税・都市計画税賦課

管理責任者 財務部資産税課長

登録年月 日

利用・提供の期間

随時区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

税理士会

利用・提供の方法

1閲 覧

② 文書による通知、複写

3コ ンピュータ処理等

4そ の他

業務の名称

税理士登録申請

利用・提供の条件

提供目的以外には使用 しない管理責任者

税理士会 会長

利用・提供の目的又は理由

此理士登録申請にあたり登録拒否事由に係る照会に回答するため

利用・提供の法令等の根拠

l光理士法第 23条第 1項

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2

3

4

5

6

7

8

9

住所 14 26

生年月 日 15 27

財産状況 16 28

納税額等 17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 85

備 考

外部提供の際、本人等への通知 。同意は省略とします。



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票
部 課 名 財務部納税課

業務の名称
管理責任者 財務部納税課長

登録年月 日

利用 ,提供の期間

随時区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

l比理士会

利用・提供の方法

1閲 覧

② 文書による通知、複写

3コ ンピュニタ処理等

4その他

業務の名称

脱理士登録申請

不可用・提供の条件

庭供目的以外には使用 しない管理責任者

飩理士会 会長

利用・提供の目的又は理由

税理士登録申請にあたり登録拒否事由に係る照会に回答するため

利用・提供の法令等の根拠

税理士法第 23条第 1項

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2

3

4

5

6

7

8

9

住所 14 26

生年月日 15 27

納税額等 16 28

17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

外部提供の際、本人等への通知・同意は省略とします。



(第 5号様式)

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 財務部納税課

業務の名称

民健康保険税 収納

管理責任者 財務部納税課長

登録年月 日

利用・提供の期間

随時区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

l党理士会

利用・提供の方法

1閲 覧

② 文書による通知、複写

3コ ンピュータ処理等

4その他
業務の名称

髄理士登録申請

利用・提供の条件

泥供 目的以外には使用しない管理責任者

悦理士会 会長

利用・提供の目的又は理由

此理士登録申請にあたり登録拒否事由に係る照会に回答するため

利用 。提供の法令等の根拠

飩理士法第 23条第 1項

利用 。提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2 住所 14 26

3 生年月 日 15 27

4 加入健康保険 16 28

5 納税額等 17 29

6

7

8

9

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

外部提供の際、本人等への通知・同意は省略とします。



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票
部 課 名 いきいき生活部保険年金課

業務の名称

民健康保険税 賦課

管理責任者 ヤヽきいき生活部保険年金課長

登録年月日

利用・提供の期間

随時区 分   回 目的外利用   ■ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

税理士会

利用・提供の方法
1閲 覧

② 文書による通知、複写

3コ ンピュータ処理等

4そ の他
業務の名称

税理士登録申請

利用・提供の条件

提供 目的以外には使用 しない管理責任者

税理士会 会長

利用・提供の目的又は理由

脱理士登録申請にあたり登録拒否事由に係る照会に回答するため

利用・提供の法令等の根拠

悦理士法第 23条第 1項

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2

8

4

5

6

7

8

9

住所 14 26

生年月 日 15 27

加入健康保険 16 28

納税額等 17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

外部提供の際、本人等への通知 。同意は省略とします。



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 財務部市民税課

業務の名称

法人市民税申告等処理 管理責任者 財務都市民税課長

登録年月 日

システムの名称

法人市民税申告等処理システム

Pンピュータ処理等の目的

1.処理の迅速化により市民サー ビスの向上を図る。

2.処理業務の軽減 を図ることにより、賦課業務時間を確保 し適正な課税 を行 うと

ヨンピュータ処理等の条件

1.ID、 パスワー ドにより端末操作者を限定す る。

2.業務上必要のない項 目は収集 しない。
3.ス クリーンセイバーを利用す る。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

24

13 25

2

3

4

5

6

7

8

9

住所 14 26

サ
l生丹J 15 27

生年月日 16 28

電話番号 17 29

本籍 18 30

住民記録システム注意情報  19 31

住民異動年月日 20 32

異動事由 21 38

10筆 頭者 22 34

11 23 35

備 考



<参考>

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金 口座の登録等に関する

法律 (令和三年法律第二十人号)

(資料の提出その他の協力 )

第十一条 行政機関の長等は、前条に規定する情報の管理に関する事務のために必要があ

ると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求めるこ

とができる。この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、そ

の求めに応じなければならない。

民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)

(債務者の給与債権に係る情報の取得)

第二百六条 執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五

十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若 しくは身体の侵害による

損害賠償請求権について幸九行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次

の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択 したも

のに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命 じなければ

ならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することがで

きないときは、この限りでない。

一 市町村 (特別区を含む。以下この号において同じ。)債 務者が支払を受ける地方税法

(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に

係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最

高裁判所規則で定めるもの (当 該市町村が債務者の市町村民税 (特別区民税を含む。)に係

る事務に関して知 り得たものに限る。)

二 日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、

全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興。共済事業団 債務者 (厚生年金保険

の被保険者であるものに限る。以下この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法

(昭和二十九年法律第百十五号)第二条第一項第二号に規定する報酬又は同頂第四号に規

定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに基要となる

事項として最高裁判所規則で定めるもの (情報の提供を命じられた者が債務者の厚生年金

保険に係る事務に関して知り得たものに限る。)



 

 

○税理士法（昭和二十六年六月十五日 法律第二百三十七号） 

 

（国等と日本税理士会連合会との間の通知） 

第二十三条 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定に

よる登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該

当する者であると認めたときは、第二十一条第二項の規定により登録申請書の副本

の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するもの

とする。 

（昭三一法一六五・昭三六法一三七・一部改正） 
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